
（ｋＷ）
※小数点以下
第2位迄記入

（％）
※月毎の料金を小数点以下第３位

切捨てし、12倍したもの
※小数点以下
第2位迄記入 ※小数点以下第３位切捨て ※小数点以下第３位切捨て

a b ｃ d=a×b((185-c)/100)×12 f ｈ=e×f i=d+ｈ

夏季 124,257 19.99 2,483,897.43

他季 339,006 18.77 6,363,142.62

夏季 7 19.99 139.93

他季 50 18.77 938.50

夏季 31,082 19.99 621,329.18

他季 87,014 18.77 1,633,252.78

夏季 49,466 16.50 816,189.00

他季 158,322 15.61 2,471,406.42

夏季 128,174 16.50 2,114,871.00

他季 364,526 15.61 5,690,250.86

夏季 50,799 16.50 838,183.50

他季 161,968 15.61 2,528,320.48

夏季 27,716 19.99 554,042.84

他季 81,648 18.77 1,532,532.96

夏季 8,101 19.99 161,938.99

他季 23,740 18.77 445,599.80

夏季 25,053 19.99 500,809.47

他季 73,954 18.77 1,388,116.58

1,002 17,437,649.76 1,734,883 30,144,962.34 47,582,612.10

税込み金額 　小数点以下切捨て 47,582,612

入札予定額 税抜き金額 　②×100/110= 43,256,920

3,209,995.73

総計

（留意事項)
※夏季は毎年7月1日から9月30日までの期間とし,その他季は,夏季以外の期間とする。
※契約期間における予定平均力率は100%とする。
※基本料金単価(b欄)及び電力量料金単(ｆ欄)は、小数点以下第2位まで記入する。
※燃料費調整費、電気事業者による再生可能エネルギー電気の特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
(燃料費調整額、再生可能エネルギーについては、発電促進賦課金地域を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要標準供給条
件等により別途支払います。) 　（１円未満切り上げとする）

9 三潴中継ポンプ場 88 1,471.78 100 1,321,069.68

3,092,390.24

8 篠山排水ポンプ場 123 1,471.78 100 1,846,495.08 2,454,033.87

7 上津中継ポンプ場 67 1,471.78 100 1,005,814.44

10,996,149.74

6 北野中継ポンプ場 126 2,142.78 100 2,753,900.76 6,120,404.74

5 合川中継ポンプ場 146 2,142.78 100 3,191,027.88

3,935,943.36

4 宮ノ陣中継ポンプ場 78 2,142.78 100 1,704,795.72 4,992,391.14

3 長門石中継ポンプ場 112 1,471.78 100 1,681,361.40

12,570,054.69

2 南部浄化センター消化ガス発電 14 1,471.78 100 210,170.16 211,248.59

1 櫛原中継ポンプ場 248 1,471.78 100 3,723,014.64

e

令和７年度櫛原中継ポンプ場外８施設電力供給
（令和8年4月～令和9年3月期間中の予定使用電力量)

No. 施設名称

基本料金 従量料金
総　　　計
（円）予定契約

電力
単価

（円/ｋW・月）
力率 基本料金（円） 予定電力量

単価
（円/ｋWｈ）

従量料金（円）

（ｋWh)

別紙２－２


